
意匠分類定義カード D-CLASS

1

意匠分類記号 意匠分類の名称

Ｂ９ 衣服及び身の回り品汎用部品及び付属品

４

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品

参考分類・参考物品

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

再掲載指示

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

７

この分類に含まれる物品

定義

ＢグループのＢ１（衣服）、Ｂ２（服飾品）、Ｂ３（身の回り品）、Ｂ４（かばん・袋物）、Ｂ５（はき物）の物品分野内

において汎用される部品及び付属品を分類する。

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠）

Ｂ３の装身具に含まれる物品に主として汎用される部品及び付属品を除く。

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など）

過去に分類した物品の名称



意匠分類定義カード D-CLASS

1

意匠分類記号 意匠分類の名称

Ｂ９－０ その他の衣服及び身の回り品汎用部品及び付属品

４

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品

Ｂ９－０ 全 その他の衣服及び身の回り品汎用部品及び付属品

参考分類・参考物品

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

再掲載指示

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

７

この分類に含まれる物品

定義

ＢグループのＢ１（衣服）、Ｂ２（服飾品）、Ｂ３（身の回り品）、Ｂ４（かばん・袋物）、Ｂ５（はき物）において汎用

性のある部品及び付属品のうち、下位に該当する分類のないもの。

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠）

Ｂ３の装身具に含まれるものは除く。

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など）

過去に分類した物品の名称



意匠分類定義カード D-CLASS

1

意匠分類記号 意匠分類の名称

Ｂ９－１０ 衣服及び身の回り品部品

４

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品

Ｂ９－１０ 全 衣服及び身の回り品部品

参考分類・参考物品

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

Ｂ３－１９２ 装飾用玉

Ｂ４－９００ かばん又は携帯用袋物等部品及び付属品

再掲載指示

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

Ｂ３－１９１ 装身用鎖素子

この分類に含まれる物品

ビーズ

定義

衣服び身の回り品において汎用される部品のうち、下位に該当する分類のないものを含む。

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠）

● 装身用鎖素子（Ｂ３－１９１）を除く。
● 衣服用はとめ（Ｍ３－０００）、かばん用はとめ（Ｍ３－０００）、くつ用はとめ（Ｍ３－０００）は除く。
● なす環（Ｍ３－０００）を除く。

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など）

過去に分類した物品の名称

登録１０６９４８４号 衣服用バルブ

























意匠分類定義カード D-CLASS

1

１ 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｂ９－１３００ 衣服及び身の回り品用連結金具 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ９－１３０ 全 衣服及び身の回り品用連結金具 

Ｂ９－１３０Ａ 全 衣服及び身の回り品用連結金具（単板型） 

Ｂ９－１３１ 全 多用途型バックル 
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ２－７４４４９ ブックバンド等部品及び付属品 

Ｇ１－０４０ 荷崩れ防止具等 

Ｊ６－１９ 作業用保安器具部品及び付属品 

Ｍ３－０００ その他のねじ、くぎ開閉金物、係止具等 

Ｍ３－０４ 連結環 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

衣服ベルト用バックル 自動車用シートベルトのバックル 衣服用連結金具 

下着つりひも用掛け止め金具 衣服用掛け止め金具 かばん用掛け止め金具 

時計付き衣服ベルト用バックル 歩数計付き衣服ベルト用バックル 乳母車用バックル 
 

定義 

衣服及び身の回り品用連結金具のうち、下位分類に含まれないもの。 

自動車シートベルトの連結金具も含む。ここでいう、「連結金具」とは、帯体端部に取り付け、 

帯体と帯体とを連結する金具をいい、調節機能を有したものも含む。 

登録１１３８８１０号 衣服ベルト用バックル



意匠分類定義カード D-CLASS

2

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

● 作業保安用の墜落防止用安全帯に使用される連結金具（Ｊ６－１９）を除く。 
● 自動車用シートベルトはＧ２－２９４３。 
● ベルト調節金具はＢ９－１４００。    
 

                                                                    

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

 

登録１１７６９７６号 ベルト調節具









意匠分類定義カード D-CLASS

1

１ 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｂ９－１４００ 衣服及び身の回り品用調節金具 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ９－１４０ 全 衣服及び身の回り品用調節金具 

Ｂ９－１４０Ａ 全 衣服及び身の回り品用調節金具（単板型） 

Ｂ９－１４０ＡＡ 全 衣服及び身の回り品用調節金具（単板型・止めわき付き） 

   
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ２－７４４４９ ブックバンド等部品及び付属品 

Ｇ１－０４０ 荷崩れ防止具等 

Ｊ６－１９ 作業用保安器具部品及び付属品 

Ｍ３－０００ その他のねじ、くぎ開閉金物、係止具等 

Ｍ３－０４ 連結環 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

帽子用調節金具 衣服用調節金具 帽子用あご止め金具 

かばん用調節金具 ズボンつり用調節金具 自動車用シートベルトの調節金具 

   



意匠分類定義カード D-CLASS

2

 

定義 

衣服及び身の回り品において汎用される調節金具を分類する。 

自動車シートベルトの調節金具も含む。 

ここでいう「調節金具」とは、紐体や帯体等の中間部、あるいは衣服本体の特定部分に取り付けて、長さや

太さの調節をするもの、又、帯体と帯体の重なる部分を押さえたり帯体の方向を調節するようなものとする。

Ｄタームの付与にあたっては、入子式型のものに対して「Ａ」を付与する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

● 作業保安用の墜落防止用安全帯に使用される調節金具（Ｊ６－１９）を除く。 
● 自動車用シートベルトはＧ２－２９４３。 
 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

 

登録１１６５９１４号 ひも止め具 登録１１７４１１７号 紐の長さ調節具

登録１１７６９７６号 ベルト調節具












